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船舶事故調査報告書 
 

 

船 種 船 名 漁船 第二山田丸 

漁船登録番号 ＮＳ１－１１２５ 

総 ト ン 数 １１３トン 

 

事 故 種 類 沈没 

発 生 日 時 平成２２年１月１２日 ０３時５３分ごろ 

   発 生 場 所 長崎県五島市福江島大瀬埼西北西方沖 

           大瀬埼灯台から真方位３０１°４６海里付近 

           （概位 北緯３３°００.２′ 東経１２７°４８.８′） 

 

 

平成２３年１１月１０日 

運輸安全委員会（海事部会）議決 

                   委 員 長  後 藤 昇 弘 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  庄 司 邦 昭 

                   委   員  石 川 敏 行 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 漁船第二山田丸は、船長ほか９人が乗り組み、福江島大瀬埼西北西方沖を僚船と共

に東シナ海の漁場に向けて航行中、僚船に対して無線連絡を行ったのち、平成２２年

１月１２日０３時５３分ごろ沈没し、乗組員１０人全員が死亡した。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２２年１月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官

及び２人の船舶事故調査官を指名した。また、本事故の調査には、１人の地方事故

調査官（長崎事務所）が参加した。 
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本事故に関し、次の専門的事項を調査するため、専門委員が任命された。 

気象及び海象の解析並びに沈没のメカニズムの調査の検証調査 

国立大学法人東京海洋大学海洋科学部教授 武田 誠一 

（平成２２年１２月１０日、本事故について任命） 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２２年１月１３日、１４日、２２日、２３日、３月１９日、１０月６日、平

成２３年１月４日、３月２３日 口述聴取 

平成２２年１月１４日、２月２３日、３月１日、７月１６日、１１月１５日、 

１２月２日、平成２３年３月２９日 回答書受領 

平成２２年１月２３日、３月１９日、６月１６日、１７日、１０月６日、平成 

２３年１月４日 現場調査 

 

1.2.3 経過報告 

平成２３年２月２５日、その時点までの事実調査結果に基づき、国土交通大臣に

対して経過報告を行い、公表した。 

 

1.2.4 調査の委託 

本事故に関し、独立行政法人水産総合研究センター水産工学研究所に第二山田丸

の復原性及び沈没に至るメカニズムについての調査を委託した。 

 

1.2.5 調査協力 

本事故に関し、国立大学法人京都大学防災研究所間瀬肇教授及び森信人准教授か

ら本事故発生場所付近の波について情報提供を受けた。 

 

1.2.6 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 僚船の乗組員等の口述及び僚船の航海日誌による事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、第二山田丸（以下「本船」という。）と同一の
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船団に属する漁船第一山田丸（総トン数１１３トン、以下「僚船」という。）の乗

組員、本船及び僚船を運航する山田水産株式会社（以下「Ａ社」という。）の代表

者及び運航管理を統括するＡ社の役員（以下「役員」という。）の口述並びに僚船

の航海日誌によれば、次のとおりであった。 

(1) 出港から事故発生海域に至るまでの経過 

本船は、平成２２年１月１１日１３時５０分ごろ、船長ほか９人（日本国

籍４人、中華人民共和国籍６人）が乗り組み、僚船と共に底びき網漁のため、

同型船である僚船を主船とし、本船を従船とする２隻の船団（以下「本船

団」という。）を構成して東シナ海の漁場に向けて長崎県長崎市三重式見港

を出港した。 

本船団は、福江島東岸と五島市久賀
ひ さ か

島西岸の間の田ノ浦瀬戸を経由して大

韓民国済州島南東方の東シナ海の操業予定海域に向かったが、夜間に田ノ浦

瀬戸を航行する状況となったため、福江島の南方を迂回することとした。 

本船団は、福江島南方の変針点（北緯３２°３２.５′東経１２８° 

３９.２′）から約３１０°（真方位、以下同じ。）の針路、約９ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で航行した。 

本船団の漁ろう長兼僚船船長（以下「僚船船長」という。）は、僚船の 

ジャイロコンパスの調子が悪かったため、通常は僚船の約２００～３００ｍ

後方を追尾して航行しているところ、約４００ｍ後方を航行するよう本船に

指示していた。 

僚船船長は、航行中（操業中を除く、以下同じ。）、僚船の甲板長及び甲

板員に３～４時間交替で船橋当直に当たるように指示し、自らが船橋当直に

当たる以外は操舵室後部に備えられた船長の寝台で休息していた。 

(2) 沈没に至る経過 

１月１２日０３時５０分ごろ、僚船船長は、起床して寝台に腰掛けていた

ところ、本船の船長（以下「本船船長」という。）から漁業無線で「一山ス

トップ」（「一山」は僚船の略称）との通信を受けた。僚船船長が「どうした

のか」と問い返すと、本船船長は「せき込まれ*1て船が起き上がらん」と応

答した。 

僚船船長は、無線連絡を受けたとき、僚船の後方に本船の白い灯火を目視

し、レーダー画面上で本船の映像を確認した。 

僚船船長は、直ちに反転し、船首を本船に向けた頃、本船の白い灯火が見

                         
*1  「せき込まれる」とは、波が打ち込むなどして海水が甲板上に滞留した状態となることをいい、

漁船員などの間で使われている。 
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えなくなり、その直後に同じ場所にオレンジ色の灯火が見えたものの、すぐ

に見えなくなり、レーダー画面の本船の映像も消えていた。僚船船長は、船

内ベル及びマイクで僚船乗組員に集合するよう指示し、海面を探照灯で照ら

して乗組員全員を見張りに就けて捜したところ、本船がいたと思われる位置

に到着したとき、反転状態の無人の救命いかだ及び漁具を発見したものの、

本船及び乗組員を発見することはできなかった。 

僚船船長は、０４時２０分ごろ役員に対し、本船の姿が見えなくなった旨

を船舶電話で連絡した。 

 

本事故の発生日時は、平成２２年１月１２日０３時５３分ごろであり、発生場所

は、福江島大瀬埼灯台から３０１°方沖４６海里（Ｍ）付近（概位 北緯３３° 

００.２′東経１２７°４８.８′）であった。 

 

2.1.2 僚船のＧＰＳプロッターによる事故の経過 

僚船のＧＰＳプロッター*2に僚船船長がプロットしていた位置は、次のとおりで

あった。 

 場 所 位  置 

① 福江島南方の変針点（航

行中の本事故発生前の最

後の変針点） 

北緯３２°３３.００′東経１２８°３９.２０′

② 本事故発生時に最後に本

船の灯火を目撃した位置 

北緯３３°００.２７′東経１２７°４８.６４′

③ 捜索時にソナーにより発

見された本船の沈没地点 

北緯３３°００.１４′東経１２７°４８.７８′

注：読み取ったＧＰＳ画面の値（日本測地系*3）を世界測地系に変換したもの 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

 

                         
*2   「ＧＰＳプロッター」とは、全世界測位システム（ＧＰＳ：Global Positioning System)によ 

り、人工衛星から得た自船の位置を画面の地図上に表示し、自船の航跡を描くことができる装置を 

いい、位置情報等を装置内のメモリーに蓄えることができる。 
*3    「測地系」とは、地球上での位置を経度及び緯度で表わすための基準であり、地球を扁平な回転 

楕円体であると想定して形成した測地基準系をいう。平成１４年４月に施行された水路業務法の改 

正により、従来の日本測地系に代わって世界測地系を用いることとなったが、日本測地系と世界測 

地系が混在する状況にある。 
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2.1.3 本船の沈没状況に関する情報 

船体引揚げのための予備調査を行ったサルベージ会社による潜水調査報告書及び

自航式水中テレビカメラによる水中映像によれば、本船の沈没状況は、次のとおり

であった。 

調査年月日 平成２２年１月２４日～２７日 

沈 没 場 所 北緯３３°００.１７′東経１２７°４８.７７′ 

底 質 砂、貝殻 

水 深 約１５４ｍ 

船体の姿勢 船底を海底に着けて上甲板を海面に向けた姿勢 

      船首方位約２２５°、左舷に約８°傾斜 

そ の 他 漁網が船体上部に漂っていた。 

プロペラへの絡網（なお、引揚げ後、網でなくロープであることを

確認） 

作業場上部のハッチ２か所が開放（ハッチカバー２枚が脱落） 

作業場右舷の開口部１か所が開放（塞ぎ板１枚が脱落） 

作業場左舷の塞ぎ板２か所が開放（塞ぎ板２枚が脱落） 

上甲板上のハンドレールの一部が脱落 

舵角は目測で左舵約３０～４０° 

 

2.1.4 船内時計の時刻 

現場調査によれば、本船船内の各時計は、次の時刻を示していた。 

場 所 時 刻 

操舵室左舷側 ０３時５２分５５秒

食堂 ０３時５５分４５秒

厨房 ０３時５１分 

船員室 ０４時００分２６秒

機関室 ０４時１３分４３秒

 

２.２ 人の死亡に関する情報 

長崎海上保安部の回答書によれば、次のとおりであった。 

日本国籍の本船船長、機関長、甲板長及び甲板員（以下「甲板員Ａ」という。）並

びに中華人民共和国籍の甲板員６人（以下、「甲板員Ｂ」、「甲板員Ｃ」、「甲板員Ｄ」、

「甲板員Ｅ」、「甲板員Ｆ」及び「甲板員Ｇ」という。）の計１０人は、引き揚げられ

た本船内で救命胴衣を着用していない状態の遺体で発見された。乗組員の発見場所は、
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次のとおりであった。 

 発見場所 

船長 作業場右舷側前方 

機関長 作業場左舷側中央 

甲板長 下部居住区右舷船首側寝台

甲板員Ａ 下部居住区階段下 

甲板員Ｂ 下部居住区階段下 

甲板員Ｃ 作業場右舷側後方 

甲板員Ｄ 作業場中央部後方 

甲板員Ｅ 上部居住区浴室 

甲板員Ｆ 作業場左舷側中央 

甲板員Ｇ 作業場操舵室間階段 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

本船の沈没時の損傷状況は、明らかにすることはできなかった。 

なお、本船は、引き揚げられたとき、両舷船尾倉庫及び操舵機室のハッチコーミン

グ及びハッチカバーに凹損を、操舵機室床面のセメントに舵軸を起点とする亀裂を、

プロペラ翼の１枚に曲損を、電気設備等に濡損をそれぞれ生じていた。 

本船を引き揚げたサルベージ会社（以下「サルベージ会社Ａ」という。）の回答書

によれば、本船は、６月１３日に引き揚げられ、その後、全損処理された。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、海技免状等 

船長 男性 ４９歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和６０年１月３１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成１７年７月１１日 

免状有効期間満了日 平成２２年９月１３日 

機関長 男性 ６０歳 

四級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 平成８年６月２０日 

免 状 交 付 年 月 日 平成１８年６月５日 

免状有効期間満了日 平成２３年６月１９日 
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  (2) 主な乗船履歴及び健康状態 

役員の口述及びＡ社の回答書によれば、次のとおりであった。 

① 船長 

平成１１年７月にＡ社へ入社し、底びき網漁船に一等航海士として乗り組

み、同年１０月に船長になり、平成２０年６月に本船団の副漁ろう長兼本船

船長になった。 

健康診断の結果によれば、健康状態は良好であり、視力及び聴力は正常で

あった。 

② 機関長 

平成１０年１０月にＡ社へ入社し、底びき網船の機関長として乗り組み、

平成１６年７月に本船の機関長になった。 

健康診断の結果によれば、健康状態は良好であり、視力及び聴力は正常で

あった。 

(3) 本船乗組員の配乗状況及び運航形態 

   Ａ社は、漁船マルシップ方式*4による傭船を行っており、本船に日本人船員

を配乗して中華人民共和国の事業者が傭船し、本船に中国人船員を配乗して乗

組員編成を完了したのち、Ａ社が借り戻して運航していた。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

漁船登録番号 ＮＳ１－１１２５ 

船 籍 港 長崎県長崎市 

船舶所有者 個人及びＡ社の共有 

船舶管理人 Ａ社 

総 ト ン 数 １１３トン 

Ｌｒ×Ｂ×Ｄ ２７.００ｍ×６.８５ｍ×３.０９ｍ 

船 質 鋼 

用 途 漁船 

主 機 ディーゼル機関１基 

出 力 ３８０（漁船法馬力数） 

推 進 器 ４翼可変ピッチプロペラ１個 

                         
*4
    「漁船マルシップ方式」とは、我が国の漁船を外国事業所に貸し出し、外国人漁船員を配乗さ 

せた上、これを定期傭船する方式（遠洋かつお・まぐろ漁船、海外まき網漁船、大型いか釣り漁 

船などで実施されている。）をいう。 
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最大搭載人員 船員１２人 

進 水 年 月 平成９年９月 

 

2.5.2 本船の構造 

本船は、船首楼付き平甲板型であり、船首楼甲板上に操舵室がある船型となって

いた。 

本船の上甲板上の船首部には上部居住区、中央部に漁獲物を処理する作業場、船

尾部に船体後部甲板があり、上甲板下には船首部に下部居住区、中央部に魚倉、船

尾部に機関室を配置していた。 

 

本船の一般配置図 

上部居住区作業場

魚倉機関室

上甲板
トロール デッキ

機関室出入口
空調機室出入口

作業場

居住区トロール デッキ

下部居住区

船橋への階段

下部居住区への階段

居住区出入口

救命いかだ設置（左舷側）

EPIRB設置

ギャロス

下部居住区からの脱出ハッチ
 

 

(1) 操舵室 

前部中央には、自動操舵装置を内蔵した操舵スタンドがあり、その左側に

機関遠隔操作盤が設置されていた。右舷側後部に船長用の寝台があり、寝台

上方の棚に漁業無線機が置かれていた。 

また、左舷側後部に外部への出入口扉と作業場へ通じる下り階段があった。 

(2) 居住区 

上部居住区には、定員２人の船員室、寝台１つを備えた無線室、食堂、風

呂、便所などが、下部居住区には、定員８人の船員室が配置されていた。下



- 9 - 

部居住区から食堂への階段及び空調機室に通じる非常用脱出口を経て作業場

に脱出することができた。 

(3) 作業場 

作業場は、上部を船首楼甲板と同じ高さの甲板と船側外板で囲まれており、

両舷船側外板には、建造時にはそれぞれ５つの開口が設けられていたが、作

業場への風波の打ち込みを防ぎ、また、作業中に漁獲物の鮮度の低下を防ぐ

ため、最も船首側の１か所の開口を溶接により閉鎖し、他の４か所の開口は、

取り外し式のアルミニウム合金製の塞ぎ板で閉鎖していた。 

(4) 船体後部 

船体後部の上甲板上約９４cm の高さのところには、トロール デッキと呼

ばれる木甲板が設けられていた。 

トロール デッキの前部は、前面が作業場の後壁、左舷側が機関室出入口、

右舷側が煙突等の構造物に接しており、床面の両側端及び前端部が幅約３０

cm の鉄製格子板となり、トロール デッキ上に打ち込んだ波が上甲板上に排

水されるようになっていた。 

トロール デッキ中央部付近の両舷舷側に漁網用ウインチが設けられてお

り、トロール デッキとウインチの間には、高さ約１ｍのインナー ブルワー

クが設けられていた。 

トロール デッキ後部の両舷側には、トロール デッキ面と同じ高さになる

ように鋼材で組んだ台の上に板材が敷き詰められていた。 

船体後部の舷側は、作業場の天井の高さと同じ高さのブルワークで囲われ

ていた。 

トロール デッキ後端部には、油圧で作動する可動ランプと呼ばれる高さ

約９０cm の起倒式の波よけ板が設けられていた。 

(5) 開口部等 

① 船体前部及び中央部 

作業場内の船首側には、構造が風雨密*5である鋼製扉を備えた居住区出

入口及び空調機室出入口が設けられていた。空調機室出入口の内側には、

下部居住区からの非常脱出口があった。 

作業場の中央部には、２つの魚倉のハッチ（コーミング高さ約７８cm）

が設けられ、アルミニウム合金製のハッチカバーが備えられていた。 

魚倉の直上の作業場天井甲板には、ハッチが設けられ、アルミニウム合

                         
*5   「風雨密」とは、想定される海象状態において船内に浸水しないことをいう。 
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金製のハッチカバーが備えられていた。作業場の船尾側の天井部分には、

船首側へスライドして開くアルミニウム合金製のスライドハッチが設けら

れていた。 

作業場船尾端には、漁獲物取込用のアルミニウム合金製の引き戸が設け

られており、また、同部左舷側に鋼製の扉を備えた作業場出入口が設けら

れていた。 

なお、下部居住区、魚倉及び機関室間の各隔壁には、扉は設けられてい

なかった。 

② 船体後部 

トロール デッキ前部の左舷側には、機関室出入口（トロール デッキよ

り約１３cm 上方、幅約６４cm、高さ約１３４cm）が設けられ、構造が風

雨密である鋼製扉（幅約６０cm、高さ約１６５cm）が設けられており、そ

の外側に合板製の引き戸を備えていた。 

トロール デッキ前端部の右舷側には、機関室脱出ハッチが設けられて

おり、鋼製のハッチカバーで閉鎖されていた。 

船尾両舷に船尾倉庫ハッチ、船尾中央に舵機室出入口ハッチがあり、ア

ルミニウム合金製のハッチカバーで閉鎖されていた。 

(6) 機関室内の設備 

本船は、機関室中央に据え付けられた主機関により、可変ピッチプロペラ

がクラッチ付きの減速機を経由して駆動され、また、主機関の船首側右舷寄

りに設置された防滴型構造の軸発電機がクラッチ付きの増速機を介して駆動

されるようになっていた。 

また、本船は、主配電盤が機関室左舷側後部に設置されており、軸発電機

とは別に原動機付きの発電機が機関室右舷側に設置されていた。 

本船は、機関室後端軸封装置付近のビルジ溜りにビルジ液面センサーを備

え、ビルジ液面が所定の高さを超えたとき、前部マストに備えたサイレン並

びに機関室、操舵室及び機関長の居室のブザーにより警報が発せられるよう

になっていた。 

（付図２ 機関室機器配置図 参照） 
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2.5.3 本船の速力及び旋回性能 

本船の新造時の海上公試運転の結果によれば、次のとおりであった。 

 

試験条件 排水量 平均喫水 

２５６.７５ｔ ２.５６ｍ 

速力試験 負 荷 速 力(kn) 翼 角

(°) 

主機回転数毎

分(rpm) 

１／４ ８.０６ ２１.５ ５６１ 

１／２ ９.７６ ２１.５ ７０６ 

３／４ １０.９２ ２１.５ ８０９ 

４／４ １１.８７ ２１.５ ８９０ 

11／10 １１.９９ ２１.５ ９１９ 

旋回試験 舵 角  左３５° 右３５° 

転舵時間／最大横傾斜角 ３秒／９° ３秒／１０° 

最大縦距／最大横距 ８２ｍ／７５ｍ ８３ｍ／７６ｍ

１８０°回頭時間 ２９.２秒 ３１.０秒 

３６０°回頭時間 ５６.５秒 ５７.４秒 

 

2.5.4 本船の引揚げ時の状態 

現場調査及び長崎海上保安部の回答書によれば、次のとおりであった。 

(1) 船体 

船体外板に衝突痕、破口及び凹損等はなく、操舵室の窓及び上部居住区の

舷窓は割れていなかった。 

(2) 配管等 

機関室内部の海水取水口及び海水配管に異常は見られなかった。 

(3) 閉鎖装置等 

開口部の各閉鎖装置の種別及び開閉状況は、次のとおりであった。
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開口・閉鎖装置 種 別 固定金具の

有無 

開閉状態 

操舵室左舷後部出入口

扉 

風雨密 あり 閉鎖 

上部居住区出入口扉 風雨密 あり 開放 

空調機室出入口扉 風雨密 あり 開放 

下部居住区からの脱出

ハッチ 

風雨密 あり 閉鎖 

作業場天井ハッチ（前

部魚倉上方） 

非水密*6 なし 開放 

（ハッチカバー脱落） 

作業場天井ハッチ（後

部魚倉上方） 

非水密 なし 開放 

（ハッチカバー脱落） 

前部魚倉ハッチ 非水密 なし 開放 

後部魚倉ハッチ 非水密 なし 開放 

作業場天井スライドハ

ッチ 

非水密 あり 閉鎖 

作業場出入口扉 風雨密 あり 開放 

漁獲物取込用引き戸

（作業場後端） 

非水密 あり 左舷側に約１０cm 開い

た状態 

機関室脱出ハッチ 風雨密 あり 閉鎖 

機関室出入口引き戸 非水密 なし 開放 

機関室出入口扉 風雨密 あり 開放 

 

                         
*6  「非水密」とは、ここでは満載喫水線規則等により、風雨密の機能を必要としないことをいう。 
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上甲板上の閉鎖装置等 

 

機関室出入口扉

空調機室出入口

作業場

居住区トロール デッキ

前部魚倉ハッチ

居住区出入口

後部魚倉ハッチ

機関室脱出ハッチ

下部居住区からの脱出ハッチ

機関室出入口引き戸

作業場出入口

 

注） 赤矢印は開放状態であったことを示し、青矢印は閉鎖状態であったこ

とを示す（以下同じ。）。 

 

船楼甲板上の閉鎖装置等 

漁獲物取込用引き戸

操舵室トロール デッキ

作業場天井ハッチ（前部）

作業場天井スライドハッチ

作業場天井ハッチ（後部）

船首楼甲板

：舷側開口部蓋脱落箇所

：溶接で閉止されていた舷側開口部
 

 

作業場の両舷に４枚ずつあった塞ぎ板は、右舷側が船首側から３番目及び

４番目、左舷側が船首側から２番目が船外に脱落していた。脱落した塞ぎ板

の固定金具は、いずれも曲損又は脱落していた。 

（写真２ 機関室出入口（引揚げ時）、写真３ 居住区出入口等（引揚げ

時）、写真４ 作業場塞ぎ板の損傷状況（引揚げ時） 参照） 
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(4) 操舵装置 

操舵装置の切り替えスイッチは、手動操舵状態となっており、舵輪は左舵

約２６°に取られていた。操舵機での舵角及び操舵室等での指示値は、次の

とおりであった。なお、自動操舵装置の針路設定ダイヤルの示度は３１２°

であった。 

場 所 舵 角 

操舵機（目盛） 左舵約２５°

機関室舵角指示器 左舵約２９°

操舵室舵角指示器 左舵約２９°

(5) 推進装置等 

可変ピッチプロペラの翼角調整は、操舵室内の機関遠隔操作盤でダイヤル

式又は押しボタン式で操作できるようになっていた。機関遠隔操作盤は、本

事故発生時は押しボタン操作状態であった。なお、ダイヤルの翼角は、前進

約２°に設定されていた。 

プロペラの機関室等での翼角及び指示値は、次のとおりであった。 

場 所 翼 角 

プロペラ取付部（目盛） 前進約２° 

変節装置指示器（目盛） 前進約２° 

機関室翼角計 前進約２.５° 

操舵室翼角計 前進約２.５° 

また、船尾船底のプロペラ取付部には、プロペラの回転方向と逆方向に 

ロープが絡まっており、プロペラの下側になっていた翼の１枚に曲損があっ

た。 

(6) 灯火 

操舵室右舷側後部の操舵室集合盤にある航海灯及び各種作業照明用のス 

イッチ並びに作業場後部にある照明用スイッチの状態は、次のとおりであっ

た。 
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灯火の種類 灯火の場所 スイッチの状態 

マスト灯 船首マスト 入 

右舷灯 操舵室天蓋 入 

左舷灯 操舵室天蓋 入 

船尾灯 ギャロス*7上部 切 

白熱投光器 

（船尾マスト船首向中央） 

船尾マスト上部 入 

水銀投光器 

（船尾マスト船尾向右左） 

船尾マスト上部 入 

水銀投光器（ギャロス船尾向） ギャロス上部 入 

蛍光灯（作業場内の照明） 作業場天井 入 

(7) 排水設備 

作業場とトロール デッキ下の上甲板上には、フラップ*8付きの排水口が

設けられており、それぞれ打ち込んだ波が排水されるようになっていた。作

業場の両舷には、排水口が両舷にそれぞれ３つ設けられ、トロール デッキ

下部には、排水口が両舷にそれぞれ６つ設けられていた。 

排水口のフラップは、固着等がなく円滑に作動した。また、作業場後部の

両舷に設けられた１対の排水口は、枠で囲まれ、魚くず等を廃棄するために

使われていた形跡があった。 

(8) その他 

操舵室後部にある階段上部出入口間の木製扉は、破損しており、操舵室内

部には、数箱の漁獲物を入れる木箱が散乱していた。 

トロール デッキ後端部の可動ランプは、トロール デッキ面と同一になる

よう倒された状態となっていた。 

 

2.5.5 出港時の本船の状況 

僚船乗組員、Ａ社代表者及びＡ社の船舶担当者（以下「担当者Ａ」という。）の

口述によれば、本船の船側開口部の塞ぎ板の開閉状態、機関等の状態及び漁具の状

態は、次のとおりであった。 

(1) 船側開口部の塞ぎ板の開閉状態 

                         
*7  「ギャロス」(gallows)とは、漁船や海洋調査船の船尾などに備え付けられている漁網、装置な 

どを吊るす台をいう。 
*8  「フラップ」とは、排水口から波が逆流しないための可動式の蓋をいう。 
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作業場の船側開口部の塞ぎ板は、１月１１日の出港時に閉鎖していた。 

(2) 機関等の状態 

機関、補機、発電機等の不具合に関する情報はなかった。 

(3) 漁具の状態 

漁網は、航行中、引綱をウインチに巻いて船体後部のトロール デッキ上

に引き揚げており、インナー ブルワークにより移動しにくい状態であり、

固縛は行っていなかった。 

トロール デッキ後端部の可動ランプは、倒してフラットな状態にしてい

た。 

 

2.5.6 本船、僚船及び同型船における運航の状況 

本船、僚船及び同型船の乗組員（経験者を含む）並びに担当者Ａの口述によれば、

本船、僚船及び同型船では、次のとおりであった。 

(1) 本船 

本船の機関長は、荒天でないときも含め、機関室出入口扉を閉鎖していた。 

(2) 僚船及び同型船 

① 開口部の開閉状態 

作業場には、波が高いときに排水口から逆流して水が流れ込むことはあ

るが、波が直接打ち込むことはなかったため、居住区出入口に備えた鋼製

扉は常時開放していた。 

作業場の船側開口部の塞ぎ板は、航行中及び操業中は常時閉鎖しており、

風浪により外れることはなかった。 

作業場天井ハッチのカバーは、漁獲物を運搬船*9に移送するときに開放

するが、通常は閉鎖しており、風浪によって外れることはなかった。 

機関室出入口に面したトロール デッキ船首側には、航行中は波が打ち

込むことはなく、荒天時も波しぶきがかかる程度であったので、機関室出

入口の合板製の引き戸を閉鎖するのみであり、機関室出入口の鋼製扉は、

ほとんど開けており、荒天時のみ閉鎖していた。 

なお、僚船では、本事故発生当時、機関室出入口の合板製の引き戸は閉

鎖されており、機関室出入口の鋼製扉は開放されていた。 

② 機関等の使用 

航行及び操業の際には、主機関を毎分回転数（rpm）約８５０の一定回

                         
*9  「運搬船」とは、漁獲した魚を漁場から市場に運搬する役割を担う漁船をいう。 
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転数にし、プロペラの翼角で速力を調整していた。また、航行中及び操業

中は軸発電機を使用し、原動機付き発電機は、主機を停止したときのみ使

用していた。 

③ 当直体制 

航行中は、船長、甲板長及び技量があると船長が判断した甲板員が、１

人ずつ順番に単独の船橋当直を行っていた。 

船長は、入出港時や狭水道通過時に自ら操船し、その他のときは必要に

応じて航行状況を見ていた。 

機関を担当している乗組員（機関長を含む１～２人）は、航行中は、時

折、機関室内の見回りを行い、その他のときは警報が鳴ったら直ちに機関

室に入れるようにしていた。 

④ 操船方法 

速力は、通常は、１０kn 程度で航行し、本事故発生時は９kn 程度で航

行していた。 

大舵角で旋回する際は、プロペラ翼角を中立にしてから舵を切り、徐々

にプロペラ翼角を上げていく操船をしていた。翼角は、操舵室の機関制御

盤で操作し、大まかな調整は操作盤のダイヤルで、細かな調整は押しボタ

ンで行っていた。 

横傾斜を旋回の遠心力で是正する操船手法は知っていたが、せき込んだ

状態になったことがなく、この操船手法を使ったことはなかった。 

⑤ 時計の整合 

操舵室の時計は、二そうびきの操業において主船（僚船）と従船（本

船）の間で時刻を合わせる必要があるため、１～２分のずれが生じたとき

にＧＰＳ受信機の時刻を見て修正するようにしていた。 

⑥ 灯火 

夜間は常時、作業灯（水銀灯及び白熱灯）を点灯していた。また、水銀

灯は、消灯した直後にはオレンジ色に光る特性がある。 

 

2.5.7 重量、重心及び積載の状態 

(1) 建造時の重量及び重心位置 

本船建造時の重心試験成績書によれば、軽荷状態*10の重量は、２３４.５

                         
*10

  「軽荷状態」とは、法定備品、係船ロープ類、常備備品以外の船体に固定されない備品、人、燃 

料や清水、食料、貨物等を積載していない船舶の状態をいい、その重量を軽荷重量（船殻、艤装品 

及び備品の合計重量）という。 



- 18 - 

ｔであり、重心高さ*11は２.８３ｍであった。 

(2) 本事故発生時の積載物 

僚船の乗組員及び担当者Ａの口述並びにＡ社の回答書によれば、本事故発

生時の本船の積載物は、次のとおりであった。 

① 燃料油 

本船は、出港時に燃料タンクの最大容量（６９.６kℓ）から１０～ 

１５％程度余裕を持たせて補給しており、出港時には約５８.４ｔのＡ重

油を積載していた。 

本事故発生当時の僚船では、機関室後端の８番燃料タンク及び９番燃料

タンクから均等に約１.６ｔ（約１.８kℓ）を消費しており、本船も同様で

あるとすると本事故発生当時の積載量は約５６.８ｔとなる。 

② 清水 

本船は、前回の航海出港時（１月５日）に清水タンクに満載（約６.１

ｔ）し、１月１１日の出港時には補給しなかった。また、僚船（乗組員 

１０人）では１日当たり清水を約０.０８ｔ消費し、本船も同様であると

すると約６.５日間の前航海で約０.５２ｔ消費しており、本事故発生時の

積載量は、約５.５８ｔとなる。 

③ 氷 

本船は、作業場に１日当たり約２ｔの製造能力を有する製氷機が設置さ

れ、漁場までの航行中に造水装置で製造した雑用水と海水より氷を製造し、

前部の魚倉に積載しており、出港時から約１４時間航行していることから、

前部魚倉内に氷が約１.１７ｔ積載されていたこととなる。 

④ 漁具 

本船と同じ網を使用している僚船の漁網の重量を本事故後に実測した結

果、沈子等を含め約３.７４ｔであった。 

本船完成時の重心試験成績書によれば、網以外の漁具は、曳綱約 

２.０６ｔ、予備網等約２.９４ｔ、その他のロープ類は、合計約１.３９

ｔであり、実測した漁網の重量（３.７４ｔ）を合わせると本船が搭載し

ていた漁具の合計重量は、約１０.１３ｔである。 

(3) 出港時の喫水及び船体傾斜 

出港時の本船の喫水は、記録されていなかったが、喫水が船底塗料と船側

の塗料との塗り分け部付近にあることを確認していた。また、複数の僚船乗

                         
*11

  「重心高さ」とは、船体中央のキール（船体中心線の船底外板）上面から重心までの垂直距離を 

いい、一般に「KG」と表す。 
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組員は、本船は、出港時に傾斜はなかったと述べているが、１人の僚船乗組

員は、左舷側に数度の傾斜があったと述べていた。 

(4) 事故時の重心高さ 

平成２２年６月に行った僚船の復原性試験の結果、僚船の軽荷状態の重量

は、２６３.２０ｔ、重心高さは、２.８５ｍであった。 

本船と僚船の軽荷状態の重量が等しかったとすると(2)、(3)及び上記の重

量による燃料油、清水、氷、漁具を積載した本事故発生当時の本船の重量及

び重心は、次表のとおりと推定され、排水量は、３５０.１７ｔであり、重 

心高さは、２.６１ｍであった。 

     なお、表中、乗組員及び所持品は１０人分の重量を計算し、漁獲物はなし 

とした。また、食糧、潤滑油、作動油、雑用水、箱材、倉庫品及び小出油の 

項目は、建造時の重心試験成績書の数値を用いた。
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          表 本事故発生時の重量及び重心 

 W mid-G *12 W×mid-G KG W×KG 
(ｔ) (ｍ) (ｔ-ｍ) (ｍ) (ｔ-ｍ) 

軽荷状態 263.20 -2.13 -560.62 2.85 750.12 

載貨物  

 乗組員及び所持品 1.50 9.24 13.86 3.64 5.46

 食糧 0.60 12.55 7.53 4.13 2.48 

 清水 5.58 7.49 41.79 0.81 4.52 

 燃料油 56.80 -1.22 -69.30 1.47 83.50

 潤滑油 2.30 -4.27 -9.82 1.20 2.76 

 作動油 2.98 -2.74 -8.17 1.09 3.25 

 雑用水 1.50 3.91 5.87 3.40 5.10 

 漁具 10.13 -8.79 -89.04 3.75 37.99 

 漁獲物 0.00 － － － － 

 箱材 1.00 0.56 0.56 1.50 1.50 

 氷 1.17 4.83 5.65 1.60 1.87 

 倉庫品 2.00 9.88 19.76 4.25 8.50 

 小出油 1.41 -4.38 -6.18 3.72 5.25 

載貨物合計 86.97 -1.01 -87.84 1.86 161.76 

合 計 350.17 -1.85 -647.81 2.61 913.94 

   注） W×mid-G 及び W×KG の計算結果を四捨五入しているため、その合

計は合致しない。 

 

2.5.8 復原性基準への適合性 

本船には、平成２０年１０月２９日の改正前の船舶復原性規則（昭和３１年１２

月２８日運輸省令第７６号）（以下「船舶復原性規則」という。）の次に示す基準が

適用されていた。 

ＧＭ（横メタセンタ高さ）*13が、すべての使用状態において次の算式で算定した

値以上となるものでなければならない。 

                         
*12

  「mid- G」とは、長さ方向の船体中央（midship）から重心までの水平距離をいう。ここでは、 

船尾方を－とする。 
*13

  「ＧＭ（横メタセンタ高さ）」とは、船舶の重心Ｇと、船舶が横傾斜したときの浮力中心を通る 

浮力作用線と船体中心線との交点である横メタセンタＭとの距離をいう。 
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０.０４Ｂ＋０.５４
Ｄ

Ｂ
－α（ｍ） 

（Ｂは幅、Ｄは深さ、αは乾舷*14と深さの比から決まる定数） 

 

本船の建造時に作成した重量重心計算書及び平成１６年７月の改造時に作成した

重量重心計算書によると「軽荷状態」、「満載出港状態」、「漁場発状態」及び「帰港

状態」での排水量、重心高さから算出したＧＭの値は、船舶復原性規則の要求を満

足していた。 

本船の本事故発生当時の復原性は、自由水影響を含むＧＭが０.６９ｍであり、

船舶復原性規則で要求されるＧＭの０.３１ｍ以上を満足しており、船舶復原性規

則に適合していた。 

 

2.5.9 機関室への浸水と電源の喪失 

本船の機関室には、発電機や配電盤や各種の電気機器があり、機関室内に浸水す

ると短絡により船内の電源が喪失される。浸水により船内電源の喪失につながる主

要な電源設備のうち、機関室の下部に設置されているものは、左舷側の主配電盤及

び中央部の軸発電機である。 

本船の機関室の形状及び機器室配置による計算から、１２ｔ程度を超える浸水が

生じると船内の電源が喪失する可能性がある。 

（付図３ 船体傾斜時における機関室浸水状態図 参照） 

 

２.６ 船舶の運航管理等に関する情報 

Ａ社代表者、役員、担当者Ａ及びＡ社の労務、運航等の担当者（以下「担当者Ｂ」

という。）の口述及び僚船の公用航海日誌の記載によれば、次のとおりであった。 

Ａ社は、本船団を含む１０隻の底びき網船と１隻の運搬船を運航し、専ら東シナ海

の漁場で、イボダイ、マトウダイ、コウイカ、キダイ等を漁獲対象として以西底びき

網漁業*15の操業を行っていた。 

Ａ社運航の底びき網船は、通常は２そうびき操業を行い、主船及び従船が交互に１

日４回ずつ網を入れる操業を４５～５０日程度行っており、年間に６～７回の出漁を

し、毎年、６月～７月初め頃の休漁期に船体、機関等の整備を行っていた。 

 

                         
*14

  「乾舷」とは、乾舷甲板（最上層の全通水密甲板）の上面から満載喫水線までの垂直距離をいう。 
*15

  「以西底びき網漁業」とは、東シナ海及び黄海を主漁場とする底びき網漁業であり、その操業で 

きる許可水域が、東経１２８度２９分５３秒以西と定められているものをいう。 
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(1) 安全管理の実施状況 

本船団の出港の可否、操業、荒天時の避航、休漁その他運航に関することは、

全て僚船船長が判断していた。 

Ａ社は、平成９年１月に発生したＡ社系列会社船が沈没して多数の犠牲者を

生じた事故以来、Ａ社が運航する船が出港する当日は、役員及び担当者Ｂが、

乗組員全員に対し、３０分から１時間程度、作業中における作業用救命衣や

ヘルメット等の保護具の着用、海中転落の防止、当直中における見張りの励

行及び居眠り防止、事故防止のための整理整頓など安全に関する指導を行っ

ていた。ただし、開口部の閉鎖については特段の指導はしていなかった。 

また、Ａ社は、出港後も随時、ファクシミリで操業中の全船に対して安全及

び衛生に関する指導を行っており、新聞等で海難事故の報道があった場合に

は、各船に事故の概要を知らせて注意を促すなどしていた。 

(2) 発航前検査等の実施状況 

Ａ社が運航する船舶の発航前の点検については、社団法人西部海難防止協会

と長崎県旋網漁業協同組合が共同で作成したまき網漁業事業者向けの安全運

航マニュアル（平成６年１月作成）のモデルを参考にして発航前の点検項目

の見直しを行い、平成１９年ごろ次の事項などの５２項目にわたるチェック

シートを作成し、点検を行っていた。 

① 航路、航海時間、操業海域に無理はないか。 

② 最新の気象情報から判断して航海に支障はないか。 

③ 自動警報装置は正常に作動するか。 

④ ビルジの量に異常はないか。 

⑤ 排水口の蓋は正常に動くか。 

⑥ 出入口等開口部の閉鎖は確実にできるか。 

僚船の公用航海日誌によれば、僚船は、平成２２年１月５日の出港前の１月

３日に発航前の点検を行い、１月４日に非常操舵の点検を行った。 

また、通常、発航前の点検とは別に出港の１～２日前に船長及び機関長が修

理箇所の点検を行っていた。 

なお、本船団は、１月１１日の午前中に三重式見港に入港し、漁獲物を水揚

げした後、同日の午後に出港して本事故が発生したが、一時的な寄港であっ

たため、出港の際は、発航前の点検は行っていなかった。 

（付図４ 発航前点検のチェックシート 参照） 
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２.７ 気象及び海象等に関する情報 

2.7.1 気象及び海象観測値、海上警報並びに海流 

気象庁の気象及び海象等に関する情報によれば、本事故発生当時の気象及び海象

観測値、海流並びに海上警報の発表状況は、次のとおりであった。 

(1) 気象の観測値 

本事故発生場所の東南東方５５Ｍに位置する福江特別地域気象観測所、東

方６６Ｍに位置する小値賀
お ぢ か

航空気象観測所及び北東方１０３Ｍに位置する

厳原
いずはら

特別地域気象観測所における本事故発生日の気象観測値は、それぞれ次

のとおりであった。 

時 刻 福江特別地域気象

観測所 

小値賀航空気象観

測所 

厳原特別地域気象

観測所 

０３時００分 曇り 

北北西２.６m/s 

 

北西２.８m/s 

曇り 

北１.５m/s 

０４時００分 曇り 

北北西３.４m/s 

 

北北西３.４m/s 

曇り 

北北東２.７m/s 

注）小値賀航空気象観測所では、天気の観測を行っていない。 

(2) 波浪の観測値 

気象庁の波浪計による本事故発生場所の東南東方４４Ｍに位置する福江島

における観測値は、次のとおりであった。 

時 刻 有義波周期*16 

(ｓ) 

有義波高*17 

(ｍ) 

最大波周期

(ｓ) 

最大波高

(ｍ) 

０３時００分 ６.５ ２.０５ ５.２ ２.８３ 

０４時００分 ６.４ １.９８ ５.５ ３.２０ 

 

 

 

 

 

                         
*16  「有義波周期」とは、ある地点で連続する波を観測したとき、波高の高い方から順に全体の 

１／３の個数の波を選び、これらの周期を平均したものをいう。 
*17

  「有義波高」とは、ある地点で連続する波を観測したとき、波高の高い方から順に全体の１／３ 

の個数の波を選び、これらの波高を平均したものをいう。大きな波や小さな波が混在する実際の海 

面では、目視で観測される波高は有義波高に近いとされる。なお、１００個の波を観測した時に見 

られる一番高い波は、平均的には有義波高の約１.６倍にもなり、１,０００波を観測した場合には、

そのうち１波は有義波高の２倍近い高い波となるとされている。 
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(3) 海上警報 

本事故発生時までに長崎海洋気象台が発表していた長崎西海上*18の海上警

報*19は次のとおりであった。 

発表日時 種類 内容（抜粋） 

平成２２年 

１月１１日 
１７時３５分 海上風警報 

北西の風が次第に強まり今後１２

時間以内に最大風速は３０kn

（１５m/s）に達する見込み 

１月１１日 ２３時４５分 海上風警報 

北西の風が次第に強まり今後６時

間以内に最大風速は３０kn（１５

m/s）に達する見込み 

１月１２日 ０５時４５分 海上強風警報

北西の風が次第に強まり今後２４

時間以内に最大風速は３５kn

（１８m/s）に達する見込み 

 

2.7.2 気象及び海象解析値 

(1) 気象庁による沿岸波浪実況図によれば、本事故発生日の０９時００分にお

ける本事故発生場所付近の波の推算値は、波高（合成波高*20）約２.５ｍで

あった。 

また、気象庁による日別海流解析図によれば、本事故発生当日、事故発生

場所付近の海流は０～０.１kn（流向不明）であった。 

(2) 財団法人日本気象協会（以下「気象協会」という。）によれば、本事故発

生日０３時００分及び０９時００分の本事故発生場所付近の波と風の推定値

は、次のとおりであった。 

① ０３時００分 

風向 ３３８°（北北西）、風速 １３.０m/s 

波向 ３３８°（北北西）、波周期 ６.０秒 

                         
*18

  「長崎西海上」とは、福岡県と佐賀県の境界線から北緯３４°１８′東経１２６°３１′の地点

を結ぶ線（唐津湾海域を除く。）以南並びに鹿児島県長島鳴瀬鼻の突端から、北緯２８°３０′ 

東経１２６°４２′の地点を結ぶ線以北の海岸線から３００Ｍ以内の海域及び八代海海域のうち、

北緯３３°東経１２７°の地点から３６０°に引いた線及び同地点から２７０°に引いた線並びに

北緯３２°東経１２８°２２′の地点（以下「Ａ地点」という。）から北緯３０°東経１２５°の

地点を通る線及びＡ地点から北緯３１°２０′東経１２９°２０′の地点を通る線によって限られ

た海域をいう。 
*19  「海上警報」とは、船舶に対して行うものであり、海上で風速が、各警報の発表基準に達してい 

るか、又は２４時間以内に達すると予想されるときに発表される。 
*20  「合成波高」とは、風浪とうねりの波高を合成して求められる波高をいう。 
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有義波高 １.９４ｍ 

② ０９時００分 

風向 ３３８°（北北西）、風速 １３.０m/s 

波向 ３３８°（北北西）、波周期 ７.０秒 

有義波高 ２.４１ｍ 

(3) 京都大学防災研究所による解析*21によれば、本事故発生日の０４時から 

０５時前後の事故発生場所付近（北緯３２°５８.９２′東経１２７° 

５５.３２′）の波及び風の推定値は、次のとおりであった。 

風  風向き 北西～西北西 

風速 １３m/s 

１月１１日朝から２４時間ほどかけて、風速が約７m/s から約１３

m/s へゆっくりと強くなる 

波浪 波向き 北西 

有義波高 １.９～２.０ｍ、有義波周期５.０秒（波長約２８ｍ）

の風波 

前日朝から２４時間ほどかけて、有義波高が約０.７ｍから２.０ｍ

へゆっくりと増大 

潮流 不明 

(4) 京都大学防災研究所の回答書によれば、波浪の出現確率が Rayleigh 

分布*22に従い、気象海象条件が定常である場合、代表周期を５秒及び６秒に

変化させたときに最高波高が有義波高の１～３倍を超える波の出現頻度

（％）は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
*21 京都大学防災研究所ホームページ「第２山田丸海難事故海象解析結果」間瀬肇・森信人・安田誠 

宏 サーフレジェンド Tracey Tom ２０１０年１月１２日 
*22

  「Rayleigh 分布」とは、確率密度分布の一種であり、ある大きさの波や風などの自然現象の発 

生頻度をよく表し、波や風を確率論的に取り扱う際に用いられる。 
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①出現頻度（％）：波周期５秒 

経過時間 

（時間） 

有義波高の高さを１倍とした時の波の高さ 

１倍 １.５倍 ２倍 ２.５倍 ３倍 

０.５ 100 98.2 11.4 0.1 0.0 

１.０ 100 100 21.5 0.3 0.0 

１.５ 100 100 30.4 0.4 0.0 

２.０ 100 100 38.3 0.5 0.0 

２.５ 100 100 45.3 0.7 0.0 

３.０ 100 100 51.5 0.9 0.0 

 

②出現頻度（％）：波周期６秒 

経過時間 

（時間） 

有義波高の高さを１倍とした時の波の高さ 

１倍 １.５倍 ２倍 ２.５倍 ３倍 

０.５ 100 96.4 9.6 0.1 0.0 

１.０ 100 99.9 18.2 0.2 0.0 

１.５ 100 100 26.1 0.3 0.0 

２.０ 100 100 33.1 0.4 0.0 

２.５ 100 100 39.5 0.6 0.0 

３.０ 100 100 45.3 0.7 0.0 

注）小数点以下２桁を四捨五入している。 

 

また、同研究所の研究者の発表*23及び助言によれば、次のとおりであった。 

本事故発生場所では、急激な気象海象の変化は見られず、１日以上かけて

ゆっくりと天候が悪化しており、波高はそれほど大きくないが、周期が約５

秒と短く、波形勾配*24が大きい切り立った波が発生していた。 

僚船は、本船の約４００ｍ前方を航行していたとすると、約１０波前方に

位置しているが、空間的、時間的に非定常な大波が発生したと考えれば、後

方の本船だけが有義波高の２倍を超えるような大波に襲われることもあり得

る。 

なお、波の高さ及び周期は、風波の発達する過程で風の吹く距離が長くな

                         
*23

  京都大学防災研究所ホームページ DPRI Newsletter No.56「第２山田丸海難事故気象解析」 

森信人 ２０１０年５月 
*24  「波形勾配」とは、波高と波長の比であり、波形の急峻度のことをいう。 



- 27 - 

るに従って波高が増大し、波周期が長くなる傾向があること、また、天候が

悪化しつつあるときには、波高に対して比較的周期の短い波が発生しやすい

傾向にあることが知られている。 

(5) 独立行政法人海上技術安全研究所が作成した日本近海の風と波の出現頻度

に関するデータベース*25によれば、事故海域周辺（北緯３２°３０′～ 

３３°３０′、東経１２７°３０′～１２８°００′の海域）において有義

波周期６秒未満の波で有義波高１.７５ｍ以上及び有義波高２.２５ｍ以上の

ものが出現する頻度と割合は、以下のとおりであった。 

 全数 

 

a 

1.75m 以上 2.25m 以上 

頻度 

b1 

( b1/a ) 頻度 

b2 

( b2/a)

通年 3,219,750 134,117 (0.042) 29,855 (0.009)

冬期（１２月～２月） 788,400 57,713 (0.073) 9,889 (0.013)

１月 273,600 19,882 (0.073) 3,328 (0.012)

この結果によると、有義波周期６秒未満で有義波高１.７５ｍ以上の波は、

通年で延べ１５.２日程度、冬期で延べ６.６日程度、１月で延べ２.３日程

度出現する。 

 

2.7.3 乗組員による観測 

僚船乗組員の口述によれば、本事故発生当時の事故発生場所付近における気象及

び海象は、次のとおりであった。 

風 向  北西 

風 力  ３～４ 

波 向  針路約３１０°で航行中、右舷船首から波を受ける。 

波 高  約２～約３ｍ 

その他  荒天というほどの気象海象ではなく、船首からすくいあげるよう

な波はなかった。 

また、僚船の航海操業日誌によれば、次のとおりであった。 

 

                         
*25

  「日本近海の風と波の出現頻度に関するデータベース」とは、独立行政法人海上技術安全研究所 

が、平成６年から平成１６年までの１０年間の波浪推算値を基に、日本近海における波と風の統計 

解析及びデータベース化を行い、その発現頻度を利用できるようにしたものをいう。この波浪推算 

値は、１日２回気象庁より緯度及び経度が６分間隔のメッシュで発表している日本沿岸波浪情報を 

基に、気象協会が局所的な風波等を加味して緯度及び経度が２分間隔のメッシュに内挿した波浪推 

算値を基に算出したものである。 
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日 時 天気 風向 風力 

１月１１日１６時 曇り 北北西 ２ 

１月１２日０７時 曇り 北西 ４ 

 

2.7.4  日出時刻及び月出時間 

海上保安庁刊行の天測暦によれば、本事故当日、本事故発生場所付近における日出

時刻は０７時３１分、月出時刻は０５時０２分であった。 

 

２.８ 沈没メカニズムに関する調査及び実験 

2.8.1 模型実験及び調査の実施方法 

本船の沈没に至るメカニズムを推定するため、独立行政法人水産総合研究セン 

ター水産工学研究所（以下「水工研」という。）に次の調査を委託した。 

(1) 甲板上への波の打ち込みに関する模型実験 

(2) 船内に浸水した場合の波の打ち込み及び水の滞留に関する模型実験 

(3) 操舵による横傾斜の立て直しに関する模型実験 

(4) 浸水による復原力の減少から沈没に至る経過時間の推定 

模型実験は、水工研の試験水槽により所定の周期及び高さの規則波*26の波浪を発

生させ、排水量、重心位置等を本事故発生時の状態に合わせて調整した１６分の１

の大きさの自航式水密模型船を用い、長さ及び時間については、フルードの相似 

則*27を適用した。 

模型船の排水口、舷側開口部及び作業場上部のハッチは、必要に応じテープで開

閉可能なものとし、甲板上への波の打ち込みや滞留、開口部への波の到達する様子

などを観察するため、模型船内にビデオカメラを設置した。 

（写真５ 模型船、写真６ 実験状況 参照） 

 

2.8.2 甲板上への波の打ち込み及び水の滞留に関する模型実験 

本事故発生当時の海象条件における甲板上への波の打ち込み状況及び開放されて

いた出入口への水の到達状況を確認した。 

 

                         
*26 「規則波」とは、一定の周期、波高、速度の正弦波等をいう。 
*27  「フルードの相似則」とは、流体の慣性力と重力の比を表す無次元数のフルード数（Ｖ/ ｇＬ  

（Ｖ：速度 m/s、ｇ：重力加速度（９.８）m/s2、Ｌ：水線長ｍ）で表され、造波抵抗の分析等に用 
いられる。）が等しい２つの流れは相似であるという法則をいい、長さ比がｎ：１（本実験の場合、 
１６：１）の場合、時間の比は ｎ：１（本実験の場合、４：１）となる。 
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(1) 実験条件の設定 

実験条件は、波高及び波周期並びに波との出会い角を組み合わせ、次のと

おり設定し、船内に浸水しない条件での甲板への波の打ち込みの有無及び滞

留水の状況を確認した。 

① 波高 

本事故発生時の有義波高は 2.7.2 のとおりであると考えられるため、波

高１.９４ｍ（時間及び長さは実船換算、以下同じ。）を基準として、波高

は、基準となる波高の０.５倍ごとに設定し、１～３倍までとした（それ

ぞれの高さごとに１～３倍の波という。以下同じ。）。 

② 波周期 

事故発生時の有義波周期は 2.7.2 のとおりであると考えられるため、波

周期を４.５秒、５秒、５.５秒及び６秒とした。 

③ 波との出会い角 

2.1.1 及び 2.7.2 によれば、本船団は針路約３１０°で航行しており、

波向きは、３３８°及び北西（３１５°）であることから、波との出会い

角は、船首より右舷前方５°及び２８°とした。 

④ その他 

作業場天井ハッチが開放されていた状況における波との出会い角が船首

より右舷前方４５°及び６０°の場合についても、甲板への波の打ち込み

の有無及び滞留水の状況を確認した。 

(2) 実験結果 

周期と波高の条件ごとに波の打ち込みの有無及び滞留水の状況を観察した

結果は、次の表のとおりであった。 

① 波との出会い角が右舷前方５°の場合の打ち込みの有無及び滞留水の状

況 

波高＼周期 ４.５秒 ５.０秒 ５.５秒 ６.０秒 

３.０倍 － － － 滞留量大 

２.５倍 － 滞留量大 滞留 滞留 

２.０倍 打ち込み有 滞留 滞留 打ち込み有 

１.５倍 打ち込まず 打ち込み有 打ち込み有 打ち込まず 

１.０倍 打ち込まず 打ち込まず 打ち込まず 打ち込まず 
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② 波との出会い角が右舷前方２８°の場合の打ち込みの有無及び滞留水の

状況 

波高＼周期 ４.５秒 ５.０秒 ５.５秒 ６.０秒 

３.０倍 － － － 滞留量大 

２.５倍 － 滞留量大 滞留 滞留 

２.０倍 打ち込み有 滞留 滞留 打ち込まず 

１.５倍 打ち込み有 打ち込み有 打ち込まず 打ち込まず 

１.０倍 打ち込まず 打ち込まず 打ち込まず 打ち込まず 

注） 「打ち込まず」とは、模型船の甲板上に波が入らない状態を示す。 

「打ち込み有」とは、模型船の甲板上に波が打ち込み、水が甲板上に滞

留しない状態を示す。 

「滞留」とは、模型船の甲板上に波が打ち込み、少量の水が甲板上に滞

留する状態を示す。 

「滞留量大」とは、模型船の甲板上に波が打ち込み、大量の水が甲板上

に滞留する状態を示す。 

 

波の打ち込みの発生状況は、次のとおりであった。 

① 波高１倍の波では、周期が４.５～６秒のいずれの条件でも甲板上に波

の打ち込みはなかった。 

② 波高が１.５倍以上の波では、甲板上に波の打ち込みが確認され、波高

が２倍以上の波で甲板上に水の滞留が確認された。 

③ 波高が３倍の波に連続して遭遇するという極端な条件でも、水は甲板上

に滞留するが、転覆に至る状況は観察されなかった。 

④ 模型船の船内に設置したビデオカメラの映像から、波の打ち込みによっ

て機関室出入口に到達する水は観察されたが、居住区出入口等に到達する

水は観察されなかった。 

⑤ 作業場天井ハッチを開放し、波高２倍、波周期５.５秒で行った実験で

は、居住区出入口等に到達する水は観察されなかった。 

⑥ 波との出会い角を船首より右舷前方４５°及び６０°とした場合、波高

２.５倍、周期６秒の波でも甲板上に波の打ち込みは観測されなかった。 

（付図５ 波の打ち込みによる模型実験の計測結果、写真７ 波の打ち込み状況 

参照） 
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2.8.3 波の打ち込みによる浸水量の推定 

模型船の船内に設置したビデオカメラの映像から、船首部で甲板上に打ち込んだ

水が作業場天井部を超えて機関室出入口に到達する様子が確認された。波高が２倍

以上の波では多くの場合、１回の波の打ち込みで機関室出入口の全面が、４秒相当

の間、打ち込んだ水に没することが確認された。 

波の打ち込みによって機関室へ浸水した水の量は、船舶の水面下に破口があった

場合と同等であると仮定し、破口があった場合の水の流入量を求める式*28を用いた。 

波が打ち込む勢いによる圧力を無視すれば、波が打ち込んでいる状況で機関室出

入口からの単位時間当たりの水の流入量Ｑ1 は、長方形の形状の機関出入口の一部

が水面下にある場合は次の式で示される。 

Ｑ１＝Ｃ１ 　２ｇ　
３

２
ｂｈ 　2

3

  （式 2.9-1） 

（Ｃ１は流量係数（０.６２に収束）、ｇは重力加速度、ｂは機関室出入

口の幅、ｈは水面から機関室出入口の最下部までの距離、機関室出入口

は高さ約１,３３９mm、幅約６３９mm の長方形） 

また、機関出入口の全部が水面下にある場合は次の式で示される。 

Ｑ１＝Ｃ１ 　２ｇ　
３

２
ｂ（ｈ 2

3

－ｈ' 2
3

） (式 2.9-2) 

（ｈ'は水面から機関室出入口の最上部までの距離） 

 

機関室出入口上端が水面にあるとすると、ｈ'は０であり、式 2.9-2 は式 2.9-1

と同じになり、機関室出入口からの水の流入量は、最大で毎秒約１.８ｍ3 となるた

め、４秒間での流入量は最大で約７.２ｍ3程度と推定される。 

 

2.8.4 浸水した場合の波の打ち込み及び滞留水の状況に関する模型実験 

模型実験により、波の打ち込みによって機関室に浸水した状態における甲板への

波の打ち込み及び滞留水の状況を観測した。 

実験では、浸水量に相当するおもりを模型船に搭載し、また、自由水影響を模擬

するため、搭載するおもりの一部を吊り下げ、浸水量を８ｔ、１２ｔ及び１６ｔと

して波高１倍（１.９４ｍ相当）、波周期５.５秒、波との出会い角が船首より右舷

前方５°及び２８°の波浪中で模型船を航行させて行った。 

例えば、浸水量を約１２ｔとした場合は、船内に約４ｔ相当のおもりを搭載し、

                         
*28  「損傷船舶の浸水時安全性評価模型実験法に関する一考察」日本船舶海洋工学会論文集第１号 

片山徹・池田良穂・武内祐二 平成１７年４月２０日 
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約８ｔ相当のおもりを吊り下げ、見かけ上の重心の上昇は約０.１１７ｍ相当分と

なったが、これは、長さ約８ｍ、幅約４ｍの自由表面を持つ自由水と同等のもので

あり、本船の機関室の広さ（最大で長さ約８ｍ、幅約６.８ｍ）に近い値であった。 

実験の結果、浸水量を８ｔとした場合は、水は甲板上に滞留せず、浸水量を１２

ｔ及び１６ｔとした場合は、水が甲板上に滞留し、右舷前方からの波によって左舷

側に傾斜した状態となり、機関室出入口より連続して浸水しやすい状況となった。 

（付図６ 浸水した場合の模型実験の計測結果 参照） 

 

2.8.5 浸水による復原力の減少から沈没に至る経過時間の推定 

 (1) 浸水による復原力の減少 

機関室に８ｔ、１２ｔ、１６ｔが浸水した場合の復原力曲線は、付図７の

とおりである。 

復原てこ（ＧＺ）*29の最大値（ＧＺ_max）は、８ｔの浸水によって約 

３０％小さくなり、また、１２ｔで約４０％小さくなり、１６ｔの流入では

ほぼ半減していることが確認され、復原てこ（ＧＺ）の減少により、船体傾

斜が戻りにくくなり、水が後部上甲板上に滞留しやすい状態になることが考

えられる。 

さらに、機関室に７０ｔ浸水すると復原力がほとんどなくなる状態となる。 

（付図７ 少量の水が流入した場合の復原力曲線、付図８ 大量の水が流入

した場合の復原力曲線 参照） 

(2) 沈没までの時間の推定 

水の滞留により機関室へ浸水する場合には、機関室出入口の滞留水の水面

が上下し、また、沈下や傾斜の増大により機関室への流入量が増えていくた

めに流入量は変動するが、機関室出入口の半分の位置に水面が継続してあっ

たと仮定すると機関室出入口の半分が水面下にある状態での単位時間当たり

の水の流入量Ｑ1 は、2.8.3 と同様に船内への流入量は式 2.9-1 で表せ、本

船の機関室出入口から浸水する流量は毎秒約０.６ｍ3 となる。このことから、

復原力がほぼなくなる７０ｔの水が流入するために必要な時間は約２分であ

る。 

また、本船の予備浮力は約２０２ｔであり、同じ流入量で浸水が続くとす

ると沈没までの時間は約５分である。 

ただし、浸水とともに船体が沈下し、魚倉ハッチ、居住区出入口等からの

                         
*29 「復原てこ（ＧＺ）」とは、横傾斜から元に戻そうとする偶力モーメントのてこの長さをいう。 
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浸水が生じると急速に沈没が進むため、沈没までに要する時間は５分より大

幅に短くなる。 

なお、2.1.1 より、本船が僚船と最後に通信を行ったのが０３時５０分ご

ろであり、2.1.4 より操舵室の時計が０３時５２分５５秒を指した状態で停

止していたことから、本船は３分程度で沈没したことも考えられる。 

 

2.8.6 操舵による横傾斜の立て直しに関する模型実験 

本船において、滞留水による左傾斜を左旋回で是正しようとした操船が行われた

場合の船体の挙動を確認する実験を行った。 

模型船の左舷側の甲板上に８ｔ相当のおもりを搭載することにより模型船を約 

１０°左傾斜させた状態とし、停止状態から左へ３５°舵を切って全速で旋回させ

た結果、旋回初期に舵を切ったことによる内方傾斜が加わって約１５°の左傾斜と

なったが、旋回時の遠心力による外方傾斜は、ほとんど見られず、傾斜の立て直し

はできなかった。 

 

2.8.7 沈没のメカニズムに関するまとめ 

(1) 甲板上への波の打ち込み 

模型実験及び分析の結果は、次のとおりであった。 

① 本船は、船内に浸水しない条件では、本事故発生当時の有義波高の１倍

の波（１.９４ｍ相当）では、波の打ち込みはなく、甲板上に水は滞留し

ない。 

② 本船は、有義波高の２倍以上の波に遭遇して波の打ち込みが発生した場

合、打ち込んだ水は機関室出入口に到達する。 

③ 本船は、波の打ち込みが発生した場合、１回の波の打ち込みによる機関

室への浸水量は、最大で約７.２ｍ3程度であった可能性がある。 

なお、本船は、船内に浸水しない条件では、本事故当時の有義波高の３倍

の波に連続して遭遇する極端な状態でも水は甲板上に滞留するが、転覆に至

る状況は観察されなかった。 

(2) 水の流入による復原力の減少から沈没に至る状況 

模型実験及び分析の結果は、以下のとおりであった。 

① 本船の復原てこ（ＧＺ） の最大値（ＧＺ_max）は、８ｔの浸水によっ

て約３０％小さくなり、また、１２ｔで約４０％小さくなり、１６ｔの流

入では半減する。 

② 機関室に約１２ｔの水が流入した場合、本事故発生当時の有義波高の１

倍（約１.９４ｍ）の波でも打ち込みがあり、復原力の減少により、甲板
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上に水が滞留する状態（せき込まれた状態）となり、右舷側からの波に 

よって左舷側に傾斜し、機関室出入口から、機関室へ連続して浸水しやす

い状況となる。 

③ 本船は、左舷側に傾斜し、甲板上に海水が滞留する状態となれば、連続

した波の打ち込みにより機関室出入口から毎秒０.６ｍ3 程度の水が流入す

る可能性がある。 

④ 本船は、機関室へ７０ｔの水が流入するのに約２分間を要し、この量が

流入すると復原力がほぼなくなり、５分以内の時間で沈没する可能性があ

る。 

 

２.９ 捜索及び被害の軽減措置に関する情報 

2.9.1 捜索の経過 

(1) 僚船等による捜索の経過 

僚船乗組員及び役員の口述並びに海上保安庁の広報資料によれば、次のと

おりであった。 

僚船は、平成２２年１月１２日の本事故発生後、直ちに最後に見た本船の

位置に戻り、捜索を開始した。同日の午前中には、東シナ海の別な海域で操

業していたＡ社の運航する２隻が捜索に加わったが、事故発生海域の天候が

悪化したため、Ａ社が運航する別の７隻を含め、済州島東方沖に待避した後、

１４日から１０隻で捜索を再開した。 

１月１４日、Ａ社が運航する漁船の１隻は、魚群探知機及びソナーにより

浮遊油を発見した位置付近で（水深約１５０ｍ）本船と思われる船影を発見

した。 

Ａ社が運航する１０隻は、その後、１８日まで捜索を続けた。 

(2) 捜索救助機関等による捜索の経過 

海上保安庁、長崎県及び防衛省の情報並びに海上保安庁の回答書によれば、

次のとおりであった。 

長崎海上保安部は、１月１２日０４時３０分、役員から、１２日午前４時

ごろから本船と連絡が取れず、僚船が捜索中である旨の通報を受けた。 

第７管区海上保安本部は、直ちに巡視船３隻及び航空機１機を派遣すると

ともに、第七管区海上保安本部に対策本部を、長崎海上保安部に現地対策本

部を設置し、海上自衛隊に災害派遣要請を行った。 

長崎県は、１月１２日０８時に特殊重大災害対策本部を設置し、漁業取締

室の航空機及び漁業取締船を捜索に向かわせた。 

長崎市は、１月１２日に対策本部を設置し、捜索、救助、関係各所との連
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絡調整等の体制をとった。 

事故発生当日、海上保安庁から巡視船６隻、航空機２機、海上自衛隊から

救難ヘリ３機及び無線中継用の哨戒ヘリ３機、水産庁から漁業取締船４隻、

長崎県から漁業取締室の航空機が捜索に参加した。 

１月１４日からは、長崎県から漁業取締船１隻が加わり、さらに、１５日

には長崎県から漁業取締船２隻、漁業調査船１隻及び防災ヘリ１機が加わっ

て捜索を継続した。また、１５日、第７管区海上保安本部より海上自衛隊に

対する災害派遣撤収要請がなされた。 

１月１７日、Ａ社が運航する１隻が船影を発見した場所で長崎県の漁業調

査船が、自航式水中テレビカメラにより調査を行い、本船であることを確認

した。 

１月１２日～１９日までの８日間に延べ数で海上保安庁の巡視船３１隻及

び航空機１７機、海上自衛隊の航空機１０機、水産庁の漁業取締船３７隻並

びに長崎県の漁業取締船８隻、漁業調査船３隻及び航空機３機が出動して捜

索を行ったが、乗組員の発見には至らず、１月１９日、海上保安庁による専

従捜索が打ち切られた。 

１月２３日、長崎県は、特殊重大災害対策本部を事故対策庁内連絡会議に

移行した。 

(3) 引揚げ時の捜索及び調査 

海上保安庁及びサルベージ会社Ａの回答書によれば、次のとおりであった。 

本船は、海底から吊り上げられて水中にある状態で福江島北方の浅瀬に運

ばれ、６月１３日に台船上に引き揚げられた。 

海上保安庁は、６月９日～１６日、船内捜索を行い、本船の乗組員１０人

全員の遺体を発見した。 

 

2.9.2 救命設備の状況 

(1) ＥＰＩＲＢ*30（極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置） 

現場調査、極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置整備記録及び海上

保安庁の回答書によれば、次のとおりであった。 

ＥＰＩＲＢは、約３.６ｍの水深において自動的に浮上して位置情報等の

信号を発するようになっていたが、本事故発生後、位置情報等の信号は受信

されなかった。本船が引き揚げられた後、ＥＰＩＲＢ本体は中央甲板上操舵

                         
*30 「ＥＰＩＲＢ（Emergency Position Indicating Radio Beacon）：非常用位置指示無線標識装 

置」とは、衛星を利用して船舶の位置情報を含む遭難信号を発信する装置をいう。 
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室構造物右舷側のボラード下方奥部のブルワークとの間の空間で発見された。 

本船に設置されたＥＰＩＲＢは、本船の定期検査の時期に合わせ、国土交

通大臣に認定された整備サービスステーションによる整備が行われていた。 

(2) 膨脹式救命いかだ 

現場調査、僚船の乗組員の口述及び膨脹式救命いかだ整備記録等によれば、

次のとおりであった。 

膨脹式救命いかだは、平成１６年５月に製造され、定員１５人であり、本

船の定期検査の時期に合わせ、整備されていた。 

(3) 救命胴衣及び作業用救命衣 

現場調査並びに僚船の乗組員、担当者Ａ及び担当者Ｂの口述によれば、次

のとおりであった。 

本船の救命胴衣は、上部居住区の食堂に備え付けられていた。 

Ａ社は、各乗組員に作業用救命衣を支給しており、乗組員は、これを各人

で管理し、作業の際には着用していた。 

 

２.１０ 油等の流出による環境への影響及びその防除に関する情報 

僚船の乗組員の口述並びに海上保安庁及びサルベージ会社Ａの回答書によれば、次

のとおりであった。 

沈没直後の捜索に当たった僚船の乗組員は、重油の臭いを感じたが、暗夜で浮流す

る重油は見えなかった。 

海上保安庁は、１月１２日０９時０５分の調査時には、北西から南西にかけて長さ

２００ｍ、幅１００ｍの範囲内の約５割に色彩*31Ｄ～Ｅの浮流油を認め、１月３０日

までの１８日間、航空機により計１２回の浮流油の調査を行った。 

本船が引き揚げられた後、船内から約７７.２kℓの油水混合物が回収され、陸上タ

ンクで重力により油水分離した後の油の処分量は１４.７kℓ であった。 

本船は、本事故発生時にＡ重油を６５.３kℓ、潤滑油及び作動油を７.６kℓ積載して

いたことから、引き揚げまでに流失した量は５８.２kℓとなる。 

 

 

                         
*31

  「色彩」とは、海面に浮流する油の色をいい、色によって油膜又は油層の厚さを推定する指標と 

されている。色彩Ｃは、水面に明るい褐色の帯がはっきり見え油膜面は虹色に輝いている状態で、 

油膜厚さは０.０００３mm、色彩Ｄは、水面にほんの少し褐色に色づいて見え油膜面は灰色に見え 

る状態で、油膜厚さは０.０００１５mm、色彩Ｅは、水面が銀色にキラキラ光って見える状態で、 

油膜厚さは０.０００１mm、色彩Ｅ以下は、光線の条件が最も良いときに辛うじてキラキラ光る 

油膜が見える状態で、油膜厚さは、０.００００５mm である。 
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３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１から、本船の事故に至る経過は、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) 本船は、１月１１日１３時５０分ごろ、船長ほか９人が乗り組み、僚船と

共に船団を組んで三重式見港を出港して東シナ海の漁場に向かった。 

(2) 本船は、大瀬埼灯台から１４４°４.７Ｍにおいて、針路約３１０°及び

速力を約９kn として僚船の後方約４００ｍを右舷前方から北西～北北西の

波を受けながら航行した。 

(3) 本船は、１２日０３時５０分ごろ、僚船に「せき込まれて船が起き上がら

ん」との無線連絡を行ったのちに沈没した。 

 

3.1.2 沈没の状況 

２.１、2.5.3、2.5.4(3)及び２.８から、次のとおりであった。 

(1) 本船は、右舷前方約５～約２８°からの波を受けて航行中、有義波高の２

倍以上の波を受けた際に波が打ち込み、開放されていた機関室出入口から機

関室へ浸水したものと考えられる。 

(2) 本船は、連続した波の打ち込みによる機関室への浸水量の増加に伴い復原

力の減少が進み、甲板上に海水が滞留する状態となって左舷側へ傾斜し、機

関室出入口から機関室へ連続して浸水しやすい状況になったものと考えられ

る。 

(3) 本船は、連続した波の打ち込みにより甲板上に海水が滞留する状態となり、

機関室出入口から機関室への浸水が続いて船体が沈下するとともに、魚倉等

の区画へも浸水して沈没したものと考えられる。 

本船は、後述する 3.2.5(2)のとおり、機関室への浸水が始まって約３～

５分で沈没した可能性があると考えられる。 

 

3.1.3 事故発生日時及び場所 

2.1.2 及び 2.1.4 から、本事故の発生日時は、平成２２年１月１２日０３時５３

分ごろで、発生場所は、大瀬埼灯台から３０１°４６Ｍ付近（概位 北緯３３° 

００.２′東経１２７°４８.８′）であったものと考えられる。 

 

3.1.4 死傷者等の状況 

２.２及び 2.9.1(3)から、乗組員１０人全員は、本船が沈没して船内で死亡した。 
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3.1.5 損傷の状況 

２.１、２.３及び 2.5.4 から、次のとおりであった。 

本船の沈没前の損傷状況は、明らかにすることはできなかった。 

なお、本船は、沈没後、水圧により両舷船尾倉庫及び操舵機室のハッチコーミン

グ及びハッチカバーに凹損が生じ、電気設備等に濡損が生じ、操舵機室床面のセメ

ントに亀裂が生じ、プロペラ翼の１枚に曲損が生じたものと推定される。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員の状況 

２.４から、船長及び機関長は、適法で有効な海技免状を有し、健康状態は良好

であったものと考えられる。 

 

3.2.2 船舶の状況 

(1) 2.5.4(1)及び(2)から、本船の船体外板に衝突痕、破口及び凹損等はなく、

操舵室の窓及び上部居住区の舷窓は割れておらず、機関室内部の海水取水口

及び海水配管の異常はなかったものと考えられる。 

(2) 2.5.4(3)から、上部居住区出入口扉、空調機室出入口扉、機関室出入口引

き戸及び機関室出入口扉は、開放されていたものと考えられる。 

(3) 2.5.4(7)から、本船の作業場及びトロール デッキ下のフラップ付きの排

水口は、固着等がなく円滑に作動していたものと考えられる。 

(4) 2.5.4(6)、2.5.6(2)②及び⑥から、本事故発生時、主機駆動の軸発電機を

運転し、原動機駆動の発電機を停止しており、作業灯（水銀灯及び白熱灯）

を点灯していたものと考えられる。 

(5) 2.5.4(4)及び(5)から、沈没の直前の舵角は左舵約２５°であり、手動操

舵状態となっており、翼角は前進約２°であったものと考えられる。 

(6) 2.1.1 及び 2.5.5 から、本船は、漁獲物はなく、漁網をトロール デッキ

上に引き揚げ、インナー ブルワークにより網が移動しにくい状態であり、

復原性に影響を与えるおそれのある荷崩れは発生しなかった可能性があると

考えられる。 

(7) 2.5.8 から、本船は、本事故発生時に船舶復原性規則に適合していたもの

と考えられる。 

 

3.2.3 気象及び海象の状況 

(1) 海上警報 

2.7.1(3)から、本事故発生前日１７時３５分及び２３時４５分に本事故発
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生海域を含む長崎西海上に対し、海上風警報が発表されていた。 

(2) 気象及び海象解析値 

2.7.2 から、本事故発生当時の気象及び海象は、次のとおりであったもの

と考えられる。 

風   向 北北西～西北西  

風   速 約１３m/s 

波   向 北西～北北西、 

有義波周期 約５.０～約６.０秒（波長約３８ｍ） 

有 義 波 高 約１.９～約２.０ｍ 

海   流 ほとんどなし 

天   気 曇り 

(3) 有義波高の２倍以上の波の発生確率及び遭遇状況 

2.7.2(4)から、気象海象条件が定常である場合、本事故発生場所を含む海

域において、２時間に有義波高の２倍の波が観測される確率は、平均波周期

が６.０秒の場合は約３３％、平均波周期が５.０秒の場合は約３８％である

ものと考えられる。 

2.1.1(2)及び 2.7.2(2)～(4)から、本船は、北北西～西北西の風が吹き、

北西～北北西の波がある海域において航行中、有義波高の２倍以上の波を受

けたものと考えられる。 

(4) その他 

2.7.2(4)から、本船は、波形勾配が大きい波を右舷前方から受けながら

航行していたものと考えられる。 

2.7.3 から、本事故発生当時、僚船の乗組員は、荒天というほどの気象海

象ではないと思っていたものと考えられる。 

 

3.2.4 運航の状況 

(1) 2.5.4 及び 2.5.6 から、本船は、本事故発生時、機関室出入口扉及び機関

室出入口引き戸は開放されていたものと考えられる。しかしながら、機関室

出入口扉及び機関室出入口引き戸が開放されていた理由を明らかにすること

はできなかった。 

なお、僚船は、本事故発生時が荒天ではなかったこと、及びふだん機関室

出入口扉を開放していても波が打ち込むことがほとんどなかったことから、

ふだんと同様、機関室出入口扉を開放し、機関室出入口引き戸を閉鎖して航

行していたものと考えられる。 

(2) 2.1.1 及び 2.5.6 から、僚船は、本事故発生時、操舵室の当直に乗組員の
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うち１人が当たっていたことから、本船も同様であったものと考えられるが、

その状況を明らかにすることはできなかった。なお、本船船長は、操舵室か

ら僚船に対して無線連絡を行ったものと考えられる。 

 

3.2.5 沈没に関する解析 

2.1.1、2.1.4、2.5.9、2.7.2、２.８、3.1.1、3.1.3 及び 3.2.3 から、次のとお

りであった。 

(1) 甲板上への波の打ち込み及び機関室への浸水に関する解析 

① 本船は、右舷前方約５～約２８°から波を受けていたものと考えられる。 

② 本船は、有義波高の２倍以上の波を受けた際に波の打ち込みが発生して

海水が機関室出入口に到達し、開放されていた機関室出入口から機関室へ

浸水したものと考えられる。 

③ １回の波の打ち込みによる機関室への浸水量は、約７.２ｍ3 であった可

能性があると考えられる。 

④ 本船は、機関室への浸水量が約１２ｔになり、復原力が減少して甲板上

に海水が滞留する状態（せき込まれた状態）となって左舷側へ傾斜し、機

関室出入口から機関室へ連続して浸水しやすい状況になったものと考えら

れる。 

⑤ 本船は、連続した波の打ち込みにより、機関室出入口から機関室への浸

水が続いたものと考えられる。 

   (2) 浸水による復原力の減少から沈没に至る状況 

① 本船は、主配電盤、軸発電機等に浸水による短絡が発生して電源が喪失

し、水銀灯を含む作業灯が消灯した際、水銀灯がオレンジ色の光を発した

ものと考えられる。 

② 本船は、機関室への浸水が続いて船体が沈下するとともに、魚倉等の区

画へも浸水して沈没したものと考えられる。本船は、機関室への浸水が始

まって約３～５分で沈没した可能性があると考えられる。 

（付図９ 事故発生に至る時間経過（まとめ） 参照） 

(3) 沈没直前の操船について 

2.5.4(4)及び(5)から、本船が沈没直前に舵及びプロペラ翼角の操作を 

行った可能性があると考えられるが、その意図を明らかにすることはできな

かった。 

 

3.2.6 船舶の運航管理等の状況 

2.5.6 及び２.６から、次のとおりであったものと考えられる。 
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(1) 本船団の航海中における避航、休漁その他運航に関することは、全て僚船

船長が判断していた。 

(2) Ａ社は、毎年６月頃に船体、機関等の点検、整備などを行っていた。 

(3) Ａ社は、乗組員に対し、運航する船舶の発航前、チェックシートを利用し

て点検を行わせるとともに、作業中のヘルメット及び作業用救命衣の着用を

促すなど、安全に関する指導を行っていた。また、随時、ファクシミリで安

全及び衛生に関する指導を行い、事故情報の提供及び注意喚起を行っていた。 

しかしながら、機関室出入口の閉鎖については、特に注意を促したことは

なく、僚船等においては、ふだんは機関室出入口引き戸は閉鎖していたが、

荒天時を除き機関室出入口扉を開放して航行していたものと考えられる。 

 

3.2.7 事故発生に関する解析 

２.１、２.２、2.5.4～2.5.9、２.７～２.９及び 3.1.4～3.2.4 から、次のとお

りであった。 

(1) 本船は、僚船と共に船団を組んで三重式見港を出港し、福江島大瀬埼灯台

西北西方沖を有義波高約１.９～約２.０ｍの北西～北北西からの波を受けて

針路約３１０°及び速力約９kn で僚船の後方約４００ｍを航行していたも

のと考えられる。 

(2) 本船は、１２日０３時５０分ごろ、僚船に対し、「せき込まれて船が起き

上がらん」との無線連絡を行ったのちに沈没したものと考えられる。 

(3) 本船は、右舷前方約５～約２８°からの波を受けて航行中、有義波高の２

倍以上の波を受けた際に波が打ち込み、開放されていた機関室出入口から機

関室へ浸水し、その後の波の打ち込みで機関室への浸水量が約１２ｔになり、

復原性が減少して甲板上に海水が滞留する状態（せき込まれた状態）となっ

て左舷側へ傾斜し、機関室出入口から機関室へ連続して浸水しやすい状況に

なったものと考えられる。 

(4) 本船は、連続した波の打ち込みにより機関室への浸水が続いて船体が沈下

するとともに、魚倉等の区画へも浸水して沈没したものと考えられる。本船

は、機関室への浸水が始まって約３～５分で沈没した可能性があると考えら

れる。 

(5) 本船は、本事故当時、機関室出入口扉及び機関室出入口引き戸は開放され

ていたものと考えられる。 

本船の機関室出入口扉及び機関室出入口引き戸が開放されていた理由を明

らかにすることはできなかった。 

なお、僚船は、本事故発生時が荒天ではなかったこと、及びふだん機関室
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出入口を開放していても波が打ち込むことがほとんどなかったことから、ふ

だんと同様に機関室出入口扉を開放し、機関室出入口引き戸を閉鎖して航行

していたものと考えられる。 

 

３.３ 人の死傷に関係ある救助及び被害の軽減措置状況に関する解析 

２.１、２.２、２.８及び3.2.5から、本船は、機関室への浸水が始まって約３～５

分で沈没した可能性があると考えられ、また、発電機又は配電盤の浸水による電源喪

失により照明灯が消灯したものと考えられることから、乗組員は脱出することが困難

な状況に陥った可能性があると考えられる。 

2.5.2(6)から、本船は、機関室への浸水により警報が発せられたが、浸水の進行に

より乗組員が警報に対応することができなかった可能性があると考えられる。 

膨張式救命いかだは、本船が沈没する際、自動的に離脱して浮上したが、脱出でき

た者がいなかったので使用されなかったものと考えられる。 

ＥＰＩＲＢは、本船が沈没する際、自動的に離脱したものの、船体構造に引っ掛か

るなどして本船と共に沈んだことにより、信号を発しなかった可能性があると考えら

れる。 

 

３.４ 油等の流出による環境への影響及びその防除に関する解析 

２.１０から、次のとおりであった。 

本船は、沈没直後は、僚船の乗組員の数人が臭いに気付く程度の量のＡ重油が流出

したものと考えられる。 

本船の沈没後、空気抜き管からＡ重油が流出し、１月１２日０９時０５分に長さ

２００ｍ、幅１００ｍの範囲内の約５割の海面で色彩Ｄ～Ｅの浮遊油が浮流していた

ものと考えられ、６月１３日に行われた引き揚げまでに約６０kℓが流出したと考えら

れるが、事故発生直後の合計流出量を明らかにすることはできなかった。 

 

 

４ 結 論 

 

４.１ 分析の要約 

(1) 事故発生に至る経過 

本船は、１１日１３時５０分ごろ、船長ほか９人が乗り組み、僚船と共に船

団を組んで三重式見港を出港して東シナ海の漁場に向かい、福江島大瀬埼灯

台西北西方沖を有義波高約１.９～約２.０ｍの北西～北北西からの波を受け
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て針路約３１０°及び速力約９kn で僚船の後方約４００ｍを航行していたが、

１２日０３時５０分ごろ僚船に無線連絡を行ったのち、沈没したものと考え

られる。 

乗組員１０人全員は、船内で死亡した。 

(2) 沈没に至る状況 

① 本船は、右舷前方からの波を受けて航行中、有義波高の２倍以上の波を受

けた際に波が打ち込み、開放されていた機関室出入口から機関室へ浸水し、

その後の波の打ち込みによる機関室への浸水量の増加に伴う復原力の減少に

より、甲板上に海水が滞留して左舷側に傾斜し、連続した波の打ち込みで機

関室への浸水が続いて船体が沈下するとともに、魚倉等の区画へも浸水して

沈没したものと考えられる。 

本船は、機関室への浸水が始まって約３～５分で沈没した可能性があると

考えられる。 

② 本船は、本事故当時、機関室出入口は開放されていたものと考えられる

が、その理由を明らかにすることはできなかった。 

なお、僚船は、事故発生時が荒天でなかったことなどから、ふだんと同様、

機関室出入口扉を開放し、機関室出入口引き戸を閉鎖していたものと考えら

れる。 

(3) 事故発生の要因 

本船は、福江島大瀬埼灯台西北西方沖を有義波高約１.９～約２.０ｍの北 

西～北北西からの波を受けて速力約９kn で僚船の後方約４００ｍを北西進中、

有義波高の２倍以上の波を右舷前方から受けた際に波が打ち込み、機関室出

入口が開放されていたことから、機関室へ浸水し、その後、連続して波が打

ち込んで機関室への浸水が続いて船体が沈下するとともに、魚倉等の区画へ

も浸水して沈没したものと考えられる。 

本船は、本事故当時、機関室出入口は開放されていたものと考えられるが、

その理由を明らかにすることはできなかった。 

(4) 人の死傷に関する解析 

本船は、機関室への浸水が始まって約３～５分で沈没した可能性があると考

えられ、また、発電機又は配電盤の浸水により電源が喪失して照明灯が消灯

したものと考えられることから、乗組員は脱出することが困難な状況に陥っ

た可能性があると考えられる。 

(5) 油等の流出に関する解析 

本船の沈没後、１月３０日までＡ重油の浮流状況の調査が行われたが、合計

流出量を明らかにすることはできなかった。 
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４.２ 原因 

本事故は、夜間、本船が、福江島大瀬埼灯台西北西方沖を有義波高約１.９～約 

２.０ｍの北西～北北西からの波を受けて速力約９kn で僚船の後方約４００ｍを北西

進中、有義波高の２倍以上の波を右舷前方から受けた際に波が打ち込み、機関室出入

口が開放されていたため、機関室へ浸水し、その後、連続して波が打ち込んで機関室

への浸水が続いて船体が沈下するとともに、魚倉等の区画へも浸水して沈没したもの

と考えられる。 

本船の機関室出入口が開放されていた理由を明らかにすることはできなかった。 

 

 

５ 所 見 

 

本事故は、本船が、機関室出入口が開放されていたため、有義波高の２倍以上の波

を受け、機関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。 

このため、以下の事項について、船舶所有者等は、船舶を管理するとともに乗組員

を指導し、また、乗組員は、これらに留意して運航を行うことが望まれる。 

(1) ふだん波の打ち込みがなくても、連続した波を受けて航行する場合は、高波高

の波を受けて波の打ち込みが発生する場合があること。 

(2) わずかの浸水であっても、復原性の減少によって船体が傾斜し、波の打ち込み

による浸水が続くことにより沈没に至るおそれがあること。 

(3) このため、航行中は、甲板上の出入口等の扉を閉鎖し、通行の必要があって開

けた場合はその都度、閉鎖すること。 

 

 

６ 参考事項 

 

Ａ社は、平成２２年２月に長崎県まき網漁船海難防止検討会において見直された

「安全運航チェックリスト」のモデルを基に点検項目を見直し、従来の「出港前の点

検項目」に加え、「出漁中の点検項目」や「荒天準備の点検項目」を追加した。 

「出漁中の点検項目」は１１項目にわたるチェックシートが掲載されており、次の

点検項目が含まれている。 

(1) 荒天に遭遇するおそれはないか。 

(2) 傾斜の戻り具合、揺れ具合は従来と同じか。長くなっていないか。 
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(3) 乗組員は出入口等甲板上の開閉に気をつけているか。 

「荒天準備の点検項目」は１２項目にわたるチェックシートが掲載されており、次

の点検項目が含まれている。 

(1) 現場でしのぐか、現場を離れるか決定したか。 

(2) 排水口にゴミは詰まっていないか。排水口の蓋は正常に作動するか。 

(3) 出入口、倉庫口等の開口部の閉鎖は完全か。 

(4) 乗組員に荒天来襲を周知したか。 

さらに、Ａ社は、本事故を風化させないため、毎月１２日を「災害防止の日」とし

て、操業中及び航行中の各船で１６項目の点検を行っている。 
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付図１ 推定航行経路図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２２年１月１２日 

０３時５３分ごろ発生） 

福江島

済州島 

三重式見港 

事故発生場所 

田ノ浦瀬戸 

久賀島
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付図２ 機関室機器配置図 
 

 

 

付図３ 船体傾斜時における機関室浸水状態図 

 

軸発電機

主機関 

配電盤 

機関室出入口
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付図４ 発航前点検のチェックシート 
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付図５ 波の打ち込みによる模型実験の計測結果 
 

計測結果（周期５.５秒、波高２倍） 

波との出会い角が右舷前方５°     波との出会い角が右舷前方２８° 

注：時間軸については、実船換算値（以下同じ） 

 

計測結果（周期６秒、波高１倍） 

波との出会い角が右舷前方５°     波との出会い角が右舷前方２８° 

 

付図６ 浸水した場合の模型実験の計測結果 
計測結果（周期５.５秒、波高１倍） 

波との出会い角が右舷前方５°   波との出会い角が右舷前方２８° 
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付図７ 少量の水が流入した場合の復原力曲線 
 

 
 

付図８ 大量の水が流入した場合の復原力曲線 
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付図９ 事故発生に至る時間経過（まとめ） 
 

時間 僚船 

本船のレーダー映像が

消えた 

０３５０頃 

０３５３頃 操舵室の時計は０３時

５２分５５秒を指して

停止 

本船 

本船の灯火が消えた 

魚倉等の区画へも浸水 

機関室出入口扉及び機

関室出入口引き戸は開

放されていた 

◎ 

針路約３１０°、速

力約９kn、本船の約

４００ｍ前方を航行 

針路約３１０°、速力

約９kn、僚船の約４０

０ｍ後方を航行 

有義波高２倍以上の波

を受けて機関室へ浸水 

その他 本船の状態 
（推定） 

本船沈没 

「せき込まれて起き上

がらん」との通信 
「せき込まれて起き上

がらん」との通信 連続した波の打ち込みで

海水が甲板上に滞留して

機関室へ浸水し、浸水量

が約１２ｔになる 

僚船は１８０°回頭し

て本船に向かう 

Ａ社へ連絡 ０４２０頃 

救命いかだを発見 

１３５０頃 
三重式見港を出港 三重式見港を出港 

Ａ社より海上保安庁へ通報 

風向：北北西～西北西 
風速：約１３m/s 
波向：北西～北北西 
有義波高：約１.９～約２.０ｍ 
有義波周期：約５.０～約６.０ 
天気：曇り 

最後に見た位置に本

船の船影なし 
本船の捜索開始 

本船の灯火を見たがす

ぐ灯火が見えなくなっ

た 

０４３０ 
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写真１ 本船の全景（事故前） 
 

 

（船舶所有者撮影）  

 

写真２ 機関室出入口（引揚げ時） 

 

注： 木製の扉が脱落した状態。緑色の長方形で示した陰影が木製の扉（引

き戸）の設置位置 
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写真３ 居住区出入口等（引揚げ時） 
 

 

（左から、空調機室出入口、居住区出入口、便所（戸は脱落）) 

 

 
写真４ 作業場塞ぎ板の損傷状況（引揚げ時） 

 

 

（右舷側前方より１番目及び２番目（鋼材の一部が曲損）) 
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写真５ 模型船 
 

 

 

 

写真６ 実験状況 
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写真７ 波の打ち込み状況 
 

 

波高２倍、波周期５.５秒、出会い角右２８° 

 

 

 

 

 

 




